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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体内に挿入される挿入部と、
　該挿入部の挿入方向における基端側に前記挿入方向に沿って伸びるよう連接されるとと
もに、操作者によって把持及び操作される操作部と、
　前記挿入部の先端側に設けられた湾曲部と、
　前記操作部内にて、設定された第１収納領域と、
　前記挿入方向と直交する方向に沿って前記第１収納領域と隣接する第２収納領域と、
　前記挿入方向と直交する方向に沿って前記第１収納領域及び第２収納領域に隣接する第
３収納領域と、
　前記第１収納領域に収納され、前記挿入部と前記操作部内に挿通され前記挿入方向に沿
って延びる、前記湾曲部を湾曲させるための湾曲操作ワイヤを含む湾曲駆動機構と、
　前記第２収納領域に収納され、前記挿入部と前記操作部内に挿通されると共に前記挿入
方向に沿って延びる、信号ケーブルと流体管路を含む軟性部材と、
　前記第３収納領域に収納され、前記挿入方向に沿って広がる平面を有する電気基板を含
む電気部品と、
　を具備し、
　前記挿入方向と直交する平面における前記第１収納領域と前記第２収納領域との境界線
である第１境界線が、前記第１収納領域及び前記第２収納領域と前記第３収納領域との境
界線である第２境界線と直交するように構成すると共に、前記第３収納領域を、前記操作
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部の外装部材が操作者によって把持された際、前記外装部材における前記操作者の手指に
覆われる領域とは異なる領域内に配置したことを特徴とする内視鏡。
【請求項２】
　前記操作部において、前記第３収納領域は前記操作者の手指に覆われる領域よりも前記
挿入方向に沿った先端側に配置されていることを特徴とする、請求項１に記載の内視鏡。
【請求項３】
　前記電気部品と前記操作部の外装部材との間に伝熱部材または断熱部材が介装されてい
ることを特徴とする、請求項１に記載の内視鏡。
【請求項４】
　前記操作部内には固定部材が設けられており、この固定部材に対する、前記第１収納領
域内での前記湾曲駆動機構の固定方向と、前記第２収納領域内での前記軟性部材の固定方
向、及び前記第３収納領域内での前記電気部品の固定方向が異なっていることを特徴とす
る、請求項１に記載の内視鏡。
【請求項５】
　前記電気基板は、前記信号ケーブルの中途位置に電気的に接続されるとともに、前記信
号ケーブルを通過する信号を増幅することを特徴とする、請求項１に記載の内視鏡。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被検体内に挿入される挿入部と、該挿入部の挿入方向の基端に連設されると
ともに操作者によって把持及び操作される操作部とを具備する内視鏡に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、内視鏡は、医療分野及び工業用分野において広く利用されている。医療分野にお
いて用いられる内視鏡は、細長い挿入部を被検体となる体腔内に挿入することによって、
体腔内の臓器を観察したり、必要に応じて内視鏡が具備する処置具の挿通チャンネル内に
挿入した処置具を用いて各種処置をしたりすることができる。
【０００３】
　また、工業用分野において用いられる内視鏡は、内視鏡の細長い挿入部をジェットエン
ジン内や、工場の配管等の被検体内に挿入することによって、被検体内の被検部位の傷及
び腐蝕等の観察や各種処置等の検査を行うことができる。
【０００４】
　また、内視鏡の挿入部の挿入方向の先端側（以下、単に先端側と称す）に位置する先端
部内には、被検体内を撮像する撮像装置が設けられている。撮像装置によって撮像された
被検体の部位の像は、撮像装置によって電気信号（以下、撮像信号と称す）に変換される
。その後、撮像信号は一端が撮像装置に接続された信号ケーブルを介して、内視鏡の挿入
部、該挿入部の挿入方向の基端（以下、単に基端と称す）に連設された操作部、該操作部
から延出されたユニバーサルコード、該ユニバールコードの延出端に設けられたコネクタ
内に伝送され、さらにこのコネクタが外部装置に接続されることにより外部装置に伝送さ
れ、外部装置に設けられたモニタに表示される。
【０００５】
　さらに、操作部内には、挿入部の先端側において先端部の基端に設けられた湾曲部を湾
曲させる湾曲駆動機構や、挿入部の挿入方向の先端（以下、単に先端と称す）まで照明光
を伝達するライトガイドや、挿入部の先端まで、液体や気体を供給する各種チューブ等が
挿通されている。
【０００６】
　ここで、特開２００９－００５８３６号公報には、湾曲駆動機構を電動駆動するのに用
いるモータや、該モータの駆動を制御する基板等の電気部品が操作部内に設けられた構成
が開示されている。
【０００７】
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　尚、操作部内に設けられる電気部品としては、信号ケーブルが長すぎることにより、撮
像信号が撮像装置から外部装置まで伝送される間に減衰してしまうのを防ぐための電気基
板が配設されている。言い換えれば、より高画質の像を得るため、操作部内において信号
ケーブルの中途位置に電気的に接続されるとともに撮像信号を増幅させる電気基板や、操
作部内に光源が設けられる場合、光源を駆動制御するための電気基板等も配設されている
。
【０００８】
　しかしながら、操作部内に電気部品を配設すると、操作部内に配設される部品の充填率
が増加してしまうため、操作部内の各部品同士が干渉してしまう可能性があった。
【０００９】
　例えば、操作部内において、ライトガイドや各種チューブ等の挿入方向に沿って細長な
中実または中空の軟性部材が湾曲駆動機構と混在されて収納されていると、軟性部材が湾
曲駆動部材の可動部に干渉してしまい、軟性部材が破損してしまう可能性がある。また、
軟性部材及び電気部品が湾曲駆動機構と混在されて収納されていると、軟性部材及び電気
部品が湾曲駆動機構に干渉してしまい、湾曲駆動機構の動作に支障が生じてしまう可能性
がある。
【００１０】
　また、操作部内に設けられる部品の充填率が増加してしまうと、操作部内に最初に組み
付けた部品が邪魔となり、後から組み付ける部品の組み付け作業が難しくなる可能性があ
る。
【００１１】
　さらには、電気部品は駆動に伴い発熱する場合があることから、操作部内に電気部品が
設けられていると、操作部の把持部の外装が熱せられてしまい、操作者が把持部を長時間
把持し難くなってしまうといった問題がある。
【００１２】
　本発明は、上記事情及び問題点に鑑みなされたものであり、操作部内に電気部品が収納
され操作部内の充填率が増加しても、操作部内の各部品間の干渉を防ぐことができ、また
操作部内への各部品の組み付け作業性を容易とし、さらに操作部が電気部品の熱により把
持し難くなってしまうことを防ぐことが可能な内視鏡を提供することを目的とする。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記目的を達成するため本発明の一態様による内視鏡は、被検体内に挿入される挿入部
と、該挿入部の挿入方向における基端側に前記挿入方向に沿って伸びるよう連接されると
ともに、操作者によって把持及び操作される操作部と、前記挿入部の先端側に設けられた
湾曲部と、前記操作部内にて、設定された第１収納領域と、前記挿入方向と直交する方向
に沿って前記第１収納領域と隣接する第２収納領域と、前記挿入方向と直交する方向に沿
って前記第１収納領域及び第２収納領域に隣接する第３収納領域と、前記第１収納領域に
収納され、前記挿入部と前記操作部内に挿通され前記挿入方向に沿って延びる、前記湾曲
部を湾曲させるための湾曲操作ワイヤを含む湾曲駆動機構と、前記第２収納領域に収納さ
れ、前記挿入部と前記操作部内に挿通されると共に前記挿入方向に沿って延びる、信号ケ
ーブルと流体管路を含む軟性部材と、前記第２収納領域に収納され、前記挿入方向に沿っ
て広がる平面を有する電気基板を含む電気部品と、を具備し、前記挿入方向と直交する平
面における前記第１収納領域と前記第２収納領域との境界線である第１境界線が、前記第
１収納領域及び前記第２収納領域と前記第３収納領域との境界線である第２境界線と直交
するように構成すると共に、前記第３収納領域を、前記操作部の外装部材が操作者によっ
て把持された際、前記外装部材における前記操作者の手指に覆われる領域とは異なる領域
内に配置した。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
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【図１】本発明の第１実施の形態の内視鏡を示す図
【図２】図１の内視鏡の操作部を操作者の左手で把持した状態を拡大して示す図
【図３】図２の内視鏡の操作部を図２中のIII方向からみた図
【図４】図３の内視鏡の操作部を図３中のIV方向からみた図
【図５】図４中のV-V線に沿う操作部の断面図
【図６】図５の操作部を、図５中のVI方向からみた図
【図７】図１の操作部の把持部の外装部材を除去した状態を示す斜視図
【図８】図５の電気部品と把持部の外装部材との間に、伝熱部材が介装されている変形例
を示す断面図
【図９】本発明の第２実施の形態の内視鏡における、電気基板が固定板と平行となるよう
、電気部品が固定板に対して固定されている構成を示す断面図
【図１０】本発明の第３実施の形態の内視鏡における、固定板が、電気部品のシールドケ
ースと一体的に形成されている構成を示す断面図
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。
【００１６】
（第１実施の形態）
　図１は、本第１実施の形態の内視鏡を示す図、図２は、図１の内視鏡の操作部を操作者
の左手で把持した状態を拡大して示す図、図３は、図２の内視鏡の操作部を図２中のIII
方向からみた図、図４は、図３の内視鏡の操作部を図３中のIV方向からみた図である。
【００１７】
　図１に示すように、内視鏡１は、被検体内に挿入される挿入部２と、該挿入部２の基端
に連設されるとともに操作者によって把持及び操作される操作部６と、該操作部６から延
出されたユニバーサルコード７と、該ユニバーサルコード７の延出端に設けられたコネク
タ８とを具備して主要部が構成されている。
【００１８】
　尚、コネクタ８が、既知の図示しない光源装置やビデオプロセッサ等に接続自在なこと
により、内視鏡１は、周辺装置に接続自在となっている。
【００１９】
　挿入部２は、先端側から順に、先端部３と湾曲部４と可撓管部５とを具備して主要部が
構成されている。
【００２０】
　湾曲部４は、操作部６に設けられた湾曲操作ノブ１１、１２（図２参照）により、例え
ば上下左右の４方向に湾曲操作されるものであり、先端部３と可撓管部５との間に設けら
れている。
【００２１】
　操作部６は、挿入方向Ｓにおける挿入部２側に、図２に示すように、操作部６の外装部
材６ｇ（図５参照）において操作者の左手Ｌの腹、及び中指ＬＮ、薬指ＬＭ、小指ＬＫに
よって把持される部位となる把持部６ｈが形成されており、さらに、把持部６ｈよりも挿
入方向Ｓの基端側（以下、単に基端側と称す）の領域には、各種操作スイッチ及びノブ、
レバー、ツマミが設けられている。
【００２２】
　具体的には、図２～図４に示すように、操作部６における挿入部２から挿入方向Ｓに離
間する端部には、スイッチボックス４７が設けられている。
【００２３】
　図２に示すように、スイッチボックス４７のユニバーサルコード７側の面に、例えば先
端部３内に設けられた図示しない撮像装置によって撮像された画像の録画を指示するレリ
ーズスイッチ釦２１と、例えば、上述した撮像装置のズームスイッチ釦２２とが設けられ
ている。
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【００２４】
　尚スイッチ釦２１、２２は、ユニバーサルコード７の根本が操作者の左手Ｌによって、
図２に示すように把持された場合、左手Ｌの親指ＬＯによって操作される。
【００２５】
　また、スイッチボックス４７の上面に、図２～図４に示すように、例えば内視鏡１００
の電源をオンオフする電源スイッチ釦２３が設けられており、さらに、スイッチボックス
４７のスイッチ釦２１、２２が設けられた面とは反対側の面に、例えば測光方式を変更す
るアイリススイッチ釦２４が設けられている。
【００２６】
　尚、スイッチ釦２３、２４は、操作部６が図２に示すように把持された場合、左手Ｌの
人差し指ＬＨによって操作される。
【００２７】
　また、図２、図３に示すように、操作部６において把持部６ｈよりも基端側かつスイッ
チボックス４７よりも先端側の位置であって、スイッチ釦２１、２２が設けられた面、ス
イッチ釦２３が設けられた面、及びスイッチ釦２４が設けられた面に隣接する面に、湾曲
部４を湾曲させる湾曲操作ノブ１１、１２が設けられている。
【００２８】
　湾曲操作ノブ１１は、湾曲部４を、上下方向に湾曲させるために回動操作されるノブで
あり、該回動位置が、回動位置固定レバー１４の操作によって固定される構成となってい
る。
【００２９】
　また、湾曲操作ノブ１２は、湾曲部４を、左右方向に湾曲させるために回動操作される
ノブであり、該回動位置が、回動位置固定ツマミ１３の操作によって固定される構成とな
っている。
【００３０】
　湾曲操作ノブ１１、１２は、操作部６が図２に示すように把持された場合、親指ＬＯに
よって操作される。
【００３１】
　さらに、図２～図４に示すように、操作部６において把持部６ｈよりも基端側かつスイ
ッチボックス４７よりも先端側の位置であって、湾曲操作ノブ１１、１２が設けられた面
と隣り合うとともにスイッチ釦２４よりも先端側の面に、例えば、撮像ユニットによって
撮像された画像の静止を指示するフリーズスイッチ釦２８、既知の送気送水操作用スイッ
チ釦２６、吸引操作用スイッチ釦２７が設けられている。
【００３２】
　フリーズスイッチ釦２８、送気送水操作用スイッチ釦２６、吸引操作用スイッチ釦２７
は、図２に示すように、操作部６が図２に示すように把持された場合、人差し指ＬＨ及び
中指ＬＮによって操作される。
【００３３】
　尚、以下、図２、図３の１点鎖線に示すように、操作部６の把持部６ｈにおいて、左手
Ｌの薬指ＬＭ、小指ＬＫ（図２には図示されていないが場合によっては加えて中指ＬＨ）
によって把持される部位、また、図４の１点鎖線に示すように、操作部６の把持部６ｈに
おいて、左手Ｌの腹が接触する部位を、操作者の手指による被覆領域Ｇと称し、把持部６
ｈにおいて、被覆領域Ｇよりも先端側に位置する操作者の手指が非接触な領域を、非被覆
領域Ｆと称す。
【００３４】
　次に、操作部６の把持部６ｈの内部の構成について、図５～図７を用いて説明する。図
５は、図４中のV-V線に沿う操作部の断面図、図６は、図５の操作部を、図５中のVI方向
からみた図、図７は、図１の操作部の把持部の外装部材を除去した状態を示す斜視図であ
る。
【００３５】
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　図５～図７に示すように、操作部６の把持部６ｈ内には、湾曲部４を湾曲させる湾曲駆
動機構４０と、少なくとも挿入部２及び操作部６内に挿通されるとともに、挿入方向Ｓに
沿って細長な中実または中空の軟性部材３０と、電気部品５０とが、把持部６ｈ内に設け
られた固定板８０に固定されることによって設けられている。
【００３６】
　具体的には、湾曲駆動機構４０は、挿入部２内に挿通されているとともに先端が湾曲部
４に固定された、例えば４本のワイヤ４２と、該ワイヤ４２の外周にそれぞれ被覆された
コイルシース４３と、各ワイヤ４２が巻回される図示しないプーリと、湾曲駆動機構４０
を固定板８０に固定するネジ４１とを具備して主要部が構成されている。
【００３７】
　また、図５～図７に示すように、湾曲駆動機構４０は、把持部６ｈにおいて、湾曲操作
ノブ１１、１２が設けられた部位に近接する位置であって、スイッチ釦２１、２２が設け
られた面側に位置する第１収納領域Ａのみに１箇所に集められて収納されている。
【００３８】
　軟性部材３０は、例えば、既知のライトガイド３１と、送気チューブ３２と、送水チュ
ーブ３３と、副送水チューブ３４と、撮像装置から延出された信号ケーブル３６と、信号
ケーブル３６の外周を覆う金属シールド３５とから主要部が構成されており、金属シール
ド３５が固定板８０の湾曲駆動機構４０が固定された面とは反対側の面に固定されている
。
【００３９】
　また、軟性部材３０は、図５～図７に示すように、把持部６ｈにおいて、湾曲操作ノブ
１１、１２が設けられた部位に近接する位置であって、スイッチ釦２４、２６－２８が設
けられた面側に位置する第２収納領域Ｂのみに１箇所に集められて収納されている。
【００４０】
　即ち、第２収納領域Ｂは、挿入方向Ｓに直交する直交方向Ｑにおいて、第１収納領域Ａ
と固定板８０を挟んで並んで位置している。また、第２収納領域Ｂは、被覆領域Ｇ内に一
部が位置している。
【００４１】
　電気部品５０は、信号ケーブル３６の把持部６ｈ内の位置に電気的に接続されることに
より、信号ケーブル３６を通過する撮像信号を増幅する電気基板５１と、該電気基板５１
を覆うシールドケース５２とから主要部が構成されており、シールドケース５２が固定板
８０における湾曲駆動機構４０及び軟性部材３０が固定された面に直交する端面に固定さ
れている。
【００４２】
　また、電気部品５０は、第１収納領域Ａと第２収納領域Ｂとの双方に隣接する第３収納
領域Ｃのみに１箇所に集められて収納されている。
【００４３】
　具体的には、電気部品５０は、第１収納領域Ａと第２収納領域Ｂとの第１境界線Ｔ１が
、第１収納領域Ａ及び第２収納領域Ｂと、第３収納領域Ｃとの第２境界線Ｔ２と直交する
よう、即ちＴ字型を有するよう、第１収納領域Ａと第２収納領域Ｂとの双方に隣接して位
置する第３収納領域Ｃに収納されている。尚、第３収納領域は、被覆領域Ｇよりも先端側
に位置していることにより、非被覆領域Ｆ内に位置している。
【００４４】
　また、本実施の形態においては、電気部品５０は、電気基板５１とシールドケース５２
とから構成されている場合を例に挙げて示しているが、複数の電気部品から構成されてい
る場合であっても同様である。例えば、撮像信号を増幅する電気基板の他、光源を駆動す
るための基板がシールドケースに覆われて収納されている場合であっても同様であり、こ
の場合であっても、複数の電気部品は、第３収納領域Ｃのみに１箇所に集められて収納さ
れている。
【００４５】
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　尚、図５に示すように、図７に示すような把持部６ｈの外装部材６ｇを除去した際の、
第１収納領域Ａに対する湾曲駆動機構４０の収納方向αと、第２収納領域Ｂに対する軟性
部材３０の収納方向βと、第３収納領域Ｃに対する電気部品５０の収納方向γとは、それ
ぞれ異なっている。
【００４６】
　即ち、固定板８０に対する湾曲駆動機構４０、軟性部材３０、電気部品５０の固定方向
がそれぞれ異なっている。
【００４７】
　このように、本実施の形態においては、把持部６ｈ内において、湾曲駆動機構４０は、
第１収納領域Ａのみに１箇所に集められて収納されており、軟性部材３０は、第１収納領
域Ａと直交方向Ｑにおいて並んで位置する第２収納領域Ｂのみに１箇所に集められて収納
されており、電気部品５０は、第１境界線Ｔ１が第２境界線Ｔ２と直交するよう第１収納
領域Ａと第２収納領域Ｂとの双方に隣接して位置する第３収納領域Ｃのみに１箇所に集め
られて収納されていると示した。
【００４８】
　このことによれば、把持部６ｈ内に電気部品５０を収納し、把持部６ｈ内に収納される
部品の充填率が増加したとしても、湾曲駆動機構４０、軟性部材３０、電気部品５０はそ
れぞれ把持部６ｈ内の異なる領域に収納され、混在されて収納されることがない。そのた
め、部品の収納後、互いに干渉してしまい、上述したように軟性部材３０が破損してしま
ったり、軟性部材３０及び電気部品５０により湾曲駆動機構４０の動作に支障が生じてし
まったりすることがない。
【００４９】
　また、部品の種類によって収納領域が異なっていることから、把持部６ｈ内への湾曲駆
動機構４０、軟性部材３０、電気部品５０の収納作業性が向上する。
【００５０】
　また、本実施の形態においては、電気部品５０が収納される第３収納領域Ｃは、非被覆
領域Ｆ内に位置していると示した。
【００５１】
　これによれば、図２に示すように、左手Ｌで把持部６ｈを把持した際、左手Ｌの腹、親
指ＬＯ、人差し指ＬＨ、中指ＬＮ、薬指ＬＭ、小指ＬＫは、被覆領域Ｇに接触し、非被覆
領域Ｆに接触することがない。このことから、第３収納領域Ｃのみに１箇所に集められて
収納された電気基板５１が駆動に伴い発熱したとしても、非被覆領域Ｆが熱せるのみで被
覆領域Ｇが熱されることがない。即ち、操作者の手指が把持される部位が熱されることが
ないため、操作者が把持部６ｈを長時間把持し難くなってしまうことがない。
【００５２】
　さらに、本実施の形態においては、第１収納領域Ａに対する湾曲駆動機構４０の収納方
向αと、第２収納領域Ｂに対する軟性部材３０の収納方向βと、第３収納領域Ｃに対する
電気部品５０の収納方向γとは、それぞれ異なっていると示した。即ち、固定板８０に対
する湾曲駆動機構４０、軟性部材３０、電気部品５０の固定方向がそれぞれ異なっている
と示した。
【００５３】
　上述のことから、固定板８０に対して湾曲駆動機構４０、軟性部材３０、電気部品５０
を固定するに当たり、例えば湾曲駆動機構４０を第１収納領域Ａに収納する作業を行う際
、収納方向が軟性部材３０、電気部品５０と同じであれば、既に収納されている軟性部材
３０、電気部品５０を移動させたりして収納しなければならない他、収納手順通りに収納
しないと収納出来ず作業性が悪かった。しかし、本実施の形態によれば、各収納領域に対
する各部品の収納方向がそれぞれ異なっているため、他の収納領域Ｂ、Ｃに収納されてい
る軟性部材３０、電気部品５０が湾曲駆動機構４０の収納作業を邪魔することが無い。こ
れは、軟性部材３０、電気部品５０を収納する場合であっても同様である。よって、収納
手順に関係無く、固定板８０への湾曲駆動機構４０、軟性部材３０、電気部品５０の固定
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作業を行うことができる。
【００５４】
　以上から、操作部６内に電気部品５０が収納され操作部６内の充填率が増加しても、操
作部６内の各部品間の干渉を防ぐことができ、また操作部６内への各部品の組み付け作業
性を容易とし、さらに操作部６が電気部品の熱により長時間把持し難くなってしまうこと
を防ぐことが可能な内視鏡１を提供することができる。
【００５５】
　尚、以下、変形例を、図８を用いて示す。図８は、図５の電気部品と把持部の外装部材
との間に、伝熱部材が介装されている変形例を示す断面図である。
【００５６】
　図８に示すように、電気部品５０のシールドケース５２の外周と把持部６ｈの外装部材
６ｇにおける非被覆領域Ｆとの間に、伝熱部材、具体的には伝熱性の弾性部材７０が介装
されていても構わない。
【００５７】
　このことによれば、電気基板５１の熱を、積極的に、弾性部材７０を介して外装部材６
ｇの非被覆領域Ｆへと放熱させることができる。
【００５８】
　また、シールドケース５２の外周と把持部６ｈの外装部材６ｇにおける非被覆領域Ｆと
の間には、伝熱部材に限らず、断熱部材が介装されていても構わない。
【００５９】
　また、本実施の形態においては、電気部品５０は、第３収納領域Ｃのみに１箇所に集め
られて収納されていることから、上述した図８に示すような伝熱部材または断熱部材を用
いる電気部品５０の熱対策は１箇所のみ行えば良くなる。尚、以上のことは、電気部品５
０が複数の電気部品から構成されている場合であっても同じである。
【００６０】
　これは、複数の電気部品５０が、把持部６ｈ内において点在していると、各電気部品に
対して個々に熱対策を行わなくてはならない。しかしながら、本実施の形態のように、複
数の電気部品であっても第３収納領域のみに１箇所に集められて収納されていれば、複数
の電気部品の熱対策は１箇所のみ行えば良くなるため、組み立て作業性が向上するためで
ある。尚、このことは、電気部品の外周を放熱シート等で覆う場合であっても同様である
。
【００６１】
　また、その他の効果は、上述した本実施の形態と同様である。
【００６２】
（第２実施の形態）
　図９は、本第２実施の形態の内視鏡において、電気基板が固定板と平行となるよう、電
気部品が固定板に対して固定されている構成を示す断面図である。
【００６３】
　この第２実施の形態の内視鏡の構成は、上述した図１～図７に示した第１実施の形態の
内視鏡と比して、電気基板が固定板と平行となるよう、電気部品が固定板に対して固定さ
れている点が異なる。よって、第１実施の形態と同様の構成には同じ符号を付し、その説
明は省略する。
【００６４】
　上述した第１実施の形態においては、電気部品５０は、第１収納領域Ａと第２収納領域
Ｂとの第１境界線Ｔ１が、第１収納領域Ａ及び第２収納領域Ｂと、第３収納領域Ｃとの第
２境界線Ｔ２と直交するよう、即ちＴ字型を有するよう、第１収納領域Ａと第２収納領域
Ｂとの双方に隣接して位置する第３収納領域Ｃに収納されているとし、シールドケース５
２が固定板８０における湾曲駆動機構４０及び軟性部材３０が固定された面に直交する端
面に固定されていると示した。
【００６５】
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　これに限らず、図９に示すように、第３収納領域Ｃは、第２収納領域Ｂ内に位置してい
ても構わなく、電気基板５１が固定板８０と平行となるよう、固定板８０における軟性部
材３０が固定された面と同一面にシールドケース５２が固定されることによって、第３収
納領域Ｃに電気部品５０が収納されていても構わない。
【００６６】
　尚、この構成においても、第２収納領域Ｂにおける第３収納領域Ｃの位置は、非被覆領
域Ｆ内に位置している必要がある。
【００６７】
　また、第３収納領域Ｃは、上述したように、第２収納領域Ｂ内に位置していても構わな
いが、第１収納領域Ａに位置することは好ましく無い。これは、電気部品５０から外れた
部品が湾曲駆動機構４０に接触してしまうと、湾曲駆動機構４０の動作に支障が生じてし
まうためである。
【００６８】
　さらに、本実施の形態においては、第３収納領域Ｃに対して電気部品５０を、収納方向
γから固定板８０と平行にスライド移動させて、シールドケース５２を固定板８０に固定
しても構わない。
【００６９】
　このような構成によれば、第３収納領域Ｃに収納された電気部品５０は、上述した第１
実施形態よりも把持部６ｈの外装部材６ｇから内部へと離れて配置されるため、把持部６
ｈがより熱せられ難くなる。
【００７０】
　尚、その他の効果は、上述した第１実施の形態と同様である。
【００７１】
（第３実施の形態）
　図１０は、本第３実施の形態の内視鏡において、固定板が、電気部品のシールドケース
と一体的に形成されている構成を示す断面図である。
【００７２】
　この第３実施の形態の内視鏡の構成は、上述した図９に示した第２実施の形態の内視鏡
と比して、図９の固定板が、電気部品のシールドケースと一体的に形成されている点が異
なる。よって、第２実施の形態と同様の構成には同じ符号を付し、その説明は省略する。
【００７３】
　上述した第２実施の形態においては、シールドケース５２が固定板８０における軟性部
材３０が固定される面と同じ面に固定されていると示した。
【００７４】
　これに限らず、図９に示すように、第２実施の形態と同様に、第３収納領域Ｃは、第２
収納領域Ｂ内に位置していても構わなく、さらに、シールドケース５２が固定板８０と一
体的に形成されていることにより、電気基板５１が固定板８０と平行となるよう、電気部
品５０が第３収納領域Ｃに収納されていても構わない。
【００７５】
　尚、この構成においても、第２収納領域Ｂにおける第３収納領域Ｃの位置は、非被覆領
域Ｆ内に位置している必要がある。
【００７６】
　また、本実施の形態においては、第３収納領域Ｃに対する電気部品５０の収納方向は、
第２収納領域Ｂに対する軟性部材３０の収納方向βと同じであっても構わない。即ち、３
つの収納エリアに対する各部品の収納方向は全て異なっている必要はなく、本実施の形態
のように、２つの収納領域が重なっている場合は、重なった収納領域に対する収納方向は
同じであっても構わない。
【００７７】
　このような構成によっても、上述した第２実施の形態と同様の効果を得ることができる
。尚、その他の効果は、上述した第２実施の形態と同様である。
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【００７８】
　本発明は、上述した実施例に限定されるものではなく、本発明の要旨を変えない範囲に
おいて、種々の変更、改変等が可能である。
【００７９】
　本出願は、２０１２年１０月２２日に日本国に出願された特願２０１２－２３３０２３
号を優先権主張の基礎として出願するものであり、上記の開示内容は、本願明細書、請求
の範囲に引用されるものである。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】



(12) JP 5642904 B2 2014.12.17

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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              特開平０４－２５９４３９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－２４４５３０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００９－２７９１４８（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６１Ｂ　　　１／００　　　　
              Ｇ０２Ｂ　　２３／２４　　　　
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